
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
情
報
公
開
規
程 

（
目 

的
） 

第
１
条 

こ
の
規
程
は
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
）

の
定
款
第
52
条
に
基
づ
き
、
協
会
の
情
報
公
開
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

（
法
人
の
責
務
） 

第
２
条 

協
会
は
こ
の
規
程
の
解
釈
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
の
閲
覧

に
供
す
る
こ
と
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
個
人
に
関
す
る
情
報
が
み
だ
り
に
公
に
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
者
の
責
務
） 

第
３
条 

第
４
条
に
規
定
す
る
情
報
公
開
の
対
象
資
料
を
閲
覧
ま
た
は
謄
写
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
こ
の
規
程
の
目
的
に
則
し
、
適
正
な
請
求
に
努
め
る
と
と
も
に
、
情
報
の
開
示
を
受
け

た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
情
報
を
適
正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
第
三

者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
公
開
の
対
象
資
料
） 

第
４
条  

協
会
に
お
い
て
情
報
公
開
の
対
象
と
す
る
資
料
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１
．
定
款 

２
．
役
員
名
簿 

３
．
事
業
報
告
書 

４
．
貸
借
対
照
表 

５
．
正
味
財
産
増
減

計
算
書 

６
．
財
産
目
録 

７
．
事
業
計
画
書 

８
．
理
事
会
議
事
録 
９
．
評
議
員
会
議
事

録 

１０
．
審
査
規
程 

１１
．
倫
理
規
程 

１２
．
倫
理
審
査
規
程 

１３
．
個
人
情
報
保
護
規
程 

１４
．
公
益
通
報
者
保
護
規
程 

１５
．
評
議
員
及
び
役
員
等
の
報
酬
等
の
支
給
基
準
並
び
に
費

用
に
関
す
る
規
則 

１６
．
会
員
に
関
す
る
規
則 

１７
．
協
会
協
力
団
体
に
関
す
る
規
程 

１８
．
情
報
公
開
規
程 

（
公
開
の
公
益
性
） 

第
５
条 

前
条
各
号
以
外
の
情
報
に
つ
い
て
公
開
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
非
公
開
と
す
る

こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
公
益
上
の
理
由
が
あ
る
と
協
会
会
長(

以
下
「
会

長
」
と
い
う)

が
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
当
該
情
報
を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
方 

法
） 

第
６
条 

情
報
公
開
の
方
法
は
、
対
象
に
応
じ
、
公
告
、
公
表
、
書
類
の
事
務
所
備
え
置
く
、

協
会
開
設
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
公
開
な
ど
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
務
所
の
備
え
置
き
の
書
類
） 

第
７
条 

第
４
条
に
規
定
す
る
情
報
公
開
対
象
資
料
の
う
ち
、
事
務
所
備
え
置
き
の
書
類
は
常

時
事
務
所
に
置
き
、
法
令
の
定
め
る
期
間
備
え
置
く
も
の
と
し
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
権
限

を
有
す
る
者
に
対
し
て
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
閲
覧
場
所
及
び
閲
覧
時
間
） 



第
８
条 

協
会
の
公
開
対
象
資
料
の
閲
覧
場
所
は
総
務
部
ま
た
は
協
会
開
設
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

と
す
る
。 

２ 
総
務
部
に
お
け
る
閲
覧
は
協
会
の
休
日
以
外
の
日
と
し
、
閲
覧
時
間
は
業
務
時
間
内
の
う

ち
、
午
前
11
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
と
す
る
。 

（
閲
覧
な
ど
に
関
す
る
事
務
） 

第
９
条 

第
４
条
に
掲
げ
る
書
類
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
よ
り
取
り

扱
う
も
の
と
す
る
。 

１
． 

様
式
１
に
定
め
る
閲
覧
（
謄
写
）
申
請
書
に
必
要
事
項
の
記
入
を
求
め
、
提
出
を
受
け
る
。 

２
．
閲
覧
（
謄
写
）
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
様
式
２
に
定
め
る
閲
覧
受
付
簿
に
必
要

事
項
を
記
載
し
、
閲
覧
ま
た
は
謄
写
に
供
す
る
。 

３
．
閲
覧
し
た
者
な
い
し
謄
写
を
希
望
す
る
者
か
ら
謄
写
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
実
費
負

担
を
求
め
、
こ
れ
に
応
じ
る
。 

 

(

手
数
料)

 

第
10
条 

情
報
公
開
に
係
る
手
数
料
は
、
原
則
と
し
て
実
費
と
す
る
。 

（
管 

理
） 

第
11
条 

協
会
の
情
報
公
開
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
が
管
理
す
る
。 

(

改 

廃)
 

第
12
条 

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
決
議
を
経
て
行
う
。 

附 

則 

１
．
こ
の
規
程
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
設
立
の
登
記
の
日
か
ら
施
行

す
る
。(

平
成
24
年
４
月
１
日
施
行)

 

２
．
こ
の
規
程
は
平
成
24
年
９
月
10
日
か
ら
施
行
す
る
。 

※
各
様
式
に
つ
い
て
は
、
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 


